
編集
後記

●
１
月
●

　

7
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　

14
日　

令
和
８
年
第
１
回
臨
時
会

　
　
　
　

懲
罰
特
別
委
員
会

　

22
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

29
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

●
11
月
●　
　

　

６
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

７
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

14
日　

櫻
井
健
一
議
員
後
援
会
事
務
所
の

　
　
　
　
　

土
地
利
用
に
伴
う
農
地
法
違
反
に

　
　
　
　
　

係
る
調
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
令
和
７
年
度

　
　
　
　
　

第
１
回
議
員
研
修
会

　

17
日　

総
務
経
済
委
員
会

　

18
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

11
月
25
日
～
12
月
９
日

　
　
　
　

令
和
７
年
第
４
回
定
例
会

　

25
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

総
務
経
済
委
員
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　

26
日　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

●
12
月
●

　

３
日　

櫻
井
健
一
議
員
後
援
会
事
務
所
の

　
　
　
　
　

土
地
利
用
に
伴
う
農
地
法
違
反
に

　
　
　
　
　

係
る
調
査
特
別
委
員
会

　

５
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

懲
罰
特
別
委
員
会

　

９
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

25
日　

懲
罰
特
別
委
員
会

　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

寒
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
時
折
見
せ
る
春
の
空

気
が
心
地
よ
い
季
節
で
す
。

選
挙
権
年
齢
が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
今
年
も
「
高
校
生
議
会
」
が
開
催
さ

れ
、
そ
の
様
子
が
本
誌
に
特
集
さ
れ
ま
し
た
。
当

日
は
高
校
生
の
熱
心
な
一
般
質
問
、
市
執
行
部
の
答
弁
と
、
本
会
議

さ
な
が
ら
の
議
論
が
さ
れ
ま
し
た
。
議
会
後
、
各
委
員
会
で
、
我
々

市
議
会
議
員
と
高
校
生
の
懇
談
会
が
あ
り
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、

本
音
の
意
見
交
換
が
で
き
、
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。
高
校

生
に
は
、
今
後
さ
ら
に
市
政
に
興
味
を
持
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員　
服
部　
栄
一

傍
聴
や
会
議
映
像
の
視
聴
が
で
き
ま
す

傍
聴
や
会
議
映
像
の
視
聴
が
で
き
ま
す

　
千
代
田
庁
舎
の
３
階
に
は
、か
す
み
が
う
ら
市
議
会
議
場
が
あ
り
ま
す
。議
場
で
は
、

本
会
議
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
令
和
７
年
10
月
は
「
高
校
生
議
会
」
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
定
例
会
や
臨
時
会
は
、
議
場
で
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
会
議
の
あ
る
当
日

の
午
前
９
時
よ
り
受
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
本
会
議
の
生
中
継
や
録
画
映
像
、
会
議
録

な
ど
、
市
議
会
の
情
報
を
多
数
発
信
し
て
お
り
ま
す
。
本
ペ
ー
ジ
右
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▲令和７年高校生議会の様子

豆辞典 議会における懲罰議会における懲罰とはとは？？
　
議
会
の
自
立
権
に
基
づ
き
、
議
会
の
秩
序
を

乱
し
た
議
員
に
対
し
て
議
会
が
科
す
制
裁
の
こ

と
を
、
議
会
に
お
け
る
「
懲
罰
」
と
い
い
ま
す
。

　
議
員
対
議
員
と
い
う
身
分
関
係
に
お
い
て
行

わ
れ
る
点
で
刑
罰
と
は
異
な
り
、
公
務
員
の
懲

戒
と
性
質
の
近
い
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
懲
罰
の
要
件
は
、
議
会
に
関
す
る
法
令
や
規

則
等
の
違
反
が
原
則
で
す
が
、
具
体
的
事
情
に

よ
っ
て
そ
れ
以
外
で
も
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
懲
罰
は
、
本
会
議
で
は
そ
の
是
非
は
即
決
さ

れ
ず
、
議
決
に
基
づ
き
「
懲
罰
特
別
委
員
会
」

が
設
置
・
付
託
さ
れ
、
そ
こ
で
審
査
を
行
っ
た

上
で
、本
会
議
で
諮
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
懲
罰
が
科
さ
れ
る
場
合
、そ
の
懲
罰
に
は「
戒

告
」「
陳
謝
」「
出
席
停
止
」「
除
名
」
の
４
種

類
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
科
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。【

参
考
　
地
方
議
会
運
営
辞
典
】

◀︎市議会
　ホームページ
　トップページへ

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

ご意見をお寄せ下さい

（11月1日〜１月31日まで）

電話　0299（59）2111（代表）内線1303　 0299（56）2332（直通）　 FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.lg.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.lg.jp

令 和７年 第４回 
定 例 会 及 び 
令 和８年 第１回 
臨時会の議場での 
傍 聴 者 数 は、 
延べ６２名、また、 
インターネット 
ＬＩＶＥ中 継 へ の 
ア ク セ ス 数 は、 
延 べ１，１６７回 
でした。


